
 

 

令和２年第３回東浦町教育委員会定例会会議録 

 

開 催 日  令和２年３月 31日（火） 

場   所  東浦町役場 第１会議室 

 

出席者の氏名 

教 育 長 恒 川   渉     職 務 代 理 者 水 野 善 久 

委 員 久 米 賢 治  委 員 野 田 雅 代 

委 員 杉 浦 政 代    

 

出席職員の氏名 

教 育 部 長 生涯学習課長     図 書 館 長 スポーツ課長 

学校給食センター所長補佐兼係長 主幹兼指導主事  統括課長補佐兼指導主事 学校教育課長補佐兼係長 

学校教育課主査     

 

傍聴者 ０名 

 

会  議 

 

開 会  午後２時 30分 

（ 教 育 長 ） 出席者５名を確認し、会議の成立を確認する。 

 

 

日程第１ 令和２年第２回定例会会議録承認 

     令和２年第１回臨時会会議録承認 

 

 

日程第２ 議案第 11号 東浦町教育委員会事務局職員の任免について 

（ 教 育 長 ）  議案第 11号の説明を求めます。 

（学校教育課長補佐兼係長）  議案第 11 号「東浦町教育委員会事務局職員の任免について」

を説明。 

（ 教 育 長 ）  質疑を求めます。 

 《質疑なし》 

（ 教 育 長 ）  質疑がございませんので、議案第 11 号について採決します。

異議のある委員の発言を求めます。 

 《全員異議なし》 

（ 教 育 長 ）  議案第 11 号「東浦町教育委員会事務局職員の任免について」



 

 

は原案のとおり承認いたします。 

 

 

日程第３ 議案第 12号 東浦町社会教育委員の選任について 

（ 教 育 長 ）  議案第 12号の説明を求めます。 

（生涯学習課長）  議案第 12号「東浦町社会教育委員の選任について」を説明。 

（ 教 育 長 ）  質疑を求めます。 

（ 委 員 ） 定員は 30名のところ今回は 13名ですが、これまで最大何名ま

で選出したことがありますか。 

（ 事 務 局 ） 例年今回と同数程度です。 

（ 委 員 ） 公募委員の梶山氏はどのような人物ですか。 

（ 事 務 局 ）  町の様々な公募委員に応募しており、子育てに対して熱心な人

物です。 

（ 教 育 長 ）  他に質疑を求めます。 

 《質疑なし》 

（ 教 育 長 ）  質疑がございませんので、議案第 12 号について採決します。

異議のある委員の発言を求めます。 

 《全員異議なし》 

（ 教 育 長 ）  議案第 12 号「東浦町社会教育委員の選任について」は原案の

とおり承認いたします。 

 

 

日程第４ 議案第 13号 森岡、緒川、卯ノ里、石浜、生路コミュニティセンター参与

及び藤江公民館参与の任免について 

（ 教 育 長 ）  議案第 13号の説明を求めます。 

（生涯学習課長）  議案第 13 号「森岡、緒川、卯ノ里、石浜、生路コミュニティ

センター参与及び藤江公民館参与の任免について」を説明。 

（ 教 育 長 ）  質疑を求めます。 

（ 委 員 ） 連絡所長や区長とはどのような違いがあるのですか。 

（ 事 務 局 ）   公職者という立場での肩書は連絡所長と参与であり、区長やコ

ミュニティ会長は地域選出のものです。 

（ 教 育 長 ）  他に質疑を求めます。 

 《質疑なし》 

（ 教 育 長 ）  質疑がございませんので、議案第 13 号について採決します。

異議のある委員の発言を求めます。 

 《全員異議なし》 

（ 教 育 長 ）  議案第 13 号「森岡、緒川、卯ノ里、石浜、生路コミュニティ



 

 

センター参与及び藤江公民館参与の任免について」は原案のとお

り承認いたします。 

 

 

日程第５ 議案第 14号 東浦町文化財保護審議会委員の選任について 

（ 教 育 長 ）  議案第 14号の説明を求めます。 

（生涯学習課長）  議案第 14 号「東浦町文化財保護審議会委員の選任について」

を説明。 

（ 教 育 長 ）  質疑を求めます。 

（ 委 員 ） 委員に年齢制限はあるのですか。 

（ 事 務 局 ） ありません。 

 《質疑なし》 

（ 教 育 長 ）  質疑がございませんので、議案第 14 号について採決します。

異議のある委員の発言を求めます。 

 《全員異議なし》 

（ 教 育 長 ）  議案第 14 号「東浦町文化財保護審議会委員の選任について」

は原案のとおり承認いたします。 

 

 

日程第６ 議案第 15号 東浦町教育委員会名義後援について（CHITA festival 

in東海市太田川駅） 

（ 教 育 長 ）  議案第 15号の説明を求めます。 

（生涯学習課長）  議案第 15号「東浦町教育委員会名義後援について（CHITA 

festivalin東海市太田川駅）」を説明。 

（ 教 育 長 ）  質疑を求めます。 

（ 委 員 ） 大府市、美浜町が本件を不承認とした理由は何ですか。 

（ 事 務 局 ） 営利目的と捉えられかねないとの理由からです。 

（ 委 員 ） 町教育委員会として現状（コロナ感染拡大）を考えると、実施

を後押しすることは好ましくないのではないでしょうか。 

（ 事 務 局 ） 現在のところ中止や延期の連絡はありません。 

（ 教 育 長 ）  議案第 15 号について採決します。この件に関しては不承認と

いうことで異議のある委員の発言を求めます。 

 《全員異議なし》 

（ 教 育 長 ）  議案第 15号「東浦町教育委員会名義後援について（CHITA 

festivalin東海市太田川駅）」は不承認といたします。 

 

 



 

 

日程第７ 議案第 16号 東浦町スポーツ推進委員の選任について 

（ 教 育 長 ）  議案第 16号の説明を求めます。 

（スポーツ課長）  議案第 16 号「東浦町スポーツ推進委員の選任について」を説

明。 

（ 教 育 長 ）  質疑を求めます。 

（ 委 員 ）  新規の方のスポーツ歴はどのようなものですか。 

（ 事 務 局 ）  種目は確認しておりませんが、何かしらのスポーツに携わって

いる方です。 

（ 委 員 ）  新規の方はどなたから推薦されたのですか。 

（ 事 務 局 ）  各地区の区長からご推薦いただいています。 

（ 教 育 長 ）  他に質疑を求めます。 

 《質疑なし》 

（ 教 育 長 ）  質疑がございませんので、議案第 16 号について採決します。

異議のある委員の発言を求めます。 

 《全員異議なし》 

（ 教 育 長 ）  議案第 16 号「東浦町スポーツ推進委員の選任について」は原

案のとおり承認いたします。 

 

 

日程第８ 議案第 17号 第 15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会東浦町実行委員の選

任について 

（ 教 育 長 ）  議案第 17号の説明を求めます。 

（スポーツ課長）  議案第 17号「第 15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会東浦町実

行委員の選任について」を説明。 

（ 教 育 長 ）  質疑を求めます。 

 《質疑なし》 

（ 教 育 長 ）  質疑がございませんので、議案第 17 号について採決します。

異議のある委員の発言を求めます。 

 《全員異議なし》 

（ 教 育 長 ）  議案第 17号「第 15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会東浦町実

行委員の選任について」は原案のとおり承認いたします。 

 

 

日程第９ 議案第 18号 東浦町学校部活動外部指導者の選任について 

（ 教 育 長 ）   議案第 18号の説明を求めます。 

（スポーツ課長）  議案第 18 号「東浦町学校部活動外部指導者の選任について」

を説明。 



 

 

（ 教 育 長 ）   質疑を求めます。 

（ 委 員 ）  指導者の派遣内容は学校からの要望と合致しているのですか。 

（ 事 務 局 ）  学校が要望する種目、人数は満たしていません（要望は 28 人

のところ 24人）。 

 《質疑なし》 

（ 教 育 長 ）   質疑がございませんので、議案第 18 号について採決します。

異議のある委員の発言を求めます。 

 《全員異議なし》 

（ 教 育 長 ）  議案第 18 号「東浦町学校部活動外部指導者の選任について」

は原案のとおり承認いたします。 

 

 

日程第 10 議案第 19号 東浦町学校体育施設の開放運営委員の選任について 

（ 教 育 長 ）  議案第 19号の説明を求めます。 

（スポーツ課長）  議案第 19 号「東浦町学校体育施設の開放運営委員の選任につ

いて」を説明。 

（ 教 育 長 ）  質疑を求めます。 

 《質疑なし》 

（ 教 育 長 ）  質疑がございませんので、議案第 19 号について採決します。

異議のある委員の発言を求めます。 

 《全員異議なし》 

（ 教 育 長 ）  議案第 19 号「東浦町学校体育施設の開放運営委員の選任につ

いて」は原案のとおり承認いたします。 

 

 

 

日程第 11 教育長報告 

（ 教 育 長 ） 令和２年２月・３月の行事報告 

 

 

日程第 12 報告第 11号 東浦町教育委員会名義後援について（「ありがとうを贈ろ

う。」キャンペーン） 

報告第 12号 東浦町教育委員会名義後援について（吟剣詩舞吟詠会） 

報告第 13号 東浦町教育委員会名義後援について（～知多半島ダンスの

祭典～DANCE BRAVE） 

報告第 14号 東浦町教育委員会名義後援について（まるかじり夏キャン

プ 2020） 



 

 

（ 教 育 長 ）   報告第 11号から報告第 14号の一括説明を求めます。 

（生涯学習課長）  報告第 11号「東浦町教育委員会名義後援について（「ありが

とうを贈ろう。」キャンペーン）」、報告第 12号「東浦町教育

委員会名義後援について（吟剣詩舞吟詠会）」、報告第 13号「東

浦町教育委員会名義後援について（～知多半島ダンスの祭典～

DANCE BRAVE）」及び報告第 14号「東浦町教育委員会名義後援に

ついて（まるかじり夏キャンプ 2020）」を説明。 

報告第 12号は、コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

（ 教 育 長 ）   質疑を求めます。 

（ 委 員 ） 報告第 13号は中止の連絡はありませんか。 

（ 事 務 局 ） 現在のところありません。 

 《質疑なし》 

 

 

日程第 13 報告第 15号 東浦町教育委員会名義後援について（ど真ん中半島フェス

ティバル～スポーツは地域の魅力～） 

報告第 16 号 東浦町教育委員会名義後援について（アウトドアプロジェ

クト） 

報告第 17号 東浦町教育委員会名義後援について（スポーツ鬼ごっこ短

期教室） 

（ 教 育 長 ）  報告第 15号から報告第 17号の一括説明を求めます。 

（スポーツ課長）  報告第 15号「東浦町教育委員会名義後援について（ど真ん中

半島フェスティバル～スポーツは地域の魅力～）」、報告第 16

号「東浦町教育委員会名義後援について（アウトドアプロジェク

ト）」及び報告第 17号「東浦町教育委員会名義後援について（ス

ポーツ鬼ごっこ短期教室）」を説明。 

報告第 15号は、コロナウイルス感染拡大の影響を鑑みて開催

を協議中。 

（ 教 育 長 ）  質疑を求めます。 

（ 委 員 ） 報告第16号と報告第17号は事業内容が重なっている部分があ

るにもかかわらず、一方は無料で一方は有料なのはなぜですか。 

（ 事 務 局 ） 無料の事業は前回有料でしたが、その内訳にアルバイト料が算

入されていたので、今回は法人のスタッフで実施できることにな

ったのかもしれません。 

 《質疑なし》 

 

 



 

 

日程第 14 報告第 18号 東浦町教育委員会名義後援実施報告書について 

（ 教 育 長 ）  報告第 18号の説明を求めます。 

（生涯学習課長）  報告第 18号「東浦町教育委員会名義後援実施報告書について」

を説明。 

（ 教 育 長 ）  質疑を求めます。 

 《質疑なし》 

 

 

日程第 15 報告第 19号 指定学校変更許可者について（非公開） 

                                                                                                                                                                                               

 閉 会 午後３時 48分 

会議録作成者 教育委員会事務局    

 




